
収
蔵
史
料
紹
介
４９

江
連
法
家
文
書

一　

江
連
法
家
文
書

日
光
市
小
倉

の
，―‐
連
広
氏
か
ら

一
五
五
二

点
の
史
料
が
栃
木
県
立
文
書
館

に
寄
託
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
文
書
は
史
料
的
価
値
が
高
く
、

既
に
―――
今
市
市

で
そ
の

一
部
が
市
文
化
財

に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、

「
い
ま
い
ち

市
史
」
、

「
栃
木
県
史
」
に
も
収
録
さ
れ
、

そ

の
内
容
が
市
史

・
県
史
に
記
述
さ
れ
て
い
ま

す
。江

連
家
は
中
世
か
ら
の
系
譜
を
引
く
家
で
、

江
戸
時
代
南
小
倉
村
の
名
主
を
世
妻
し
、

明

治
に
至

っ
て
い
ま
す
。

名
主
は

一
村

の
代
表

者

で
、

領
ｉ
か
ら
の
政
令

の
伝
達
、

年
貢

・

諸
役
の
賦
課

・
徴
収
、

戸
日
の
管
理
な
ど
を

行
う
も
の
で
す
。

江
連
家
は
江
戸
初
期
か
ら

の
文
書
が
良
く
保
存
さ
れ
貴
重
な
も
の
が
多

く
見
ら
れ
ま
す
。

南
小
倉
村
は
日
光
市

の
最
南
端

で
鹿
沼
市

と
接
し
、

行
川
の
河
岸
段
丘
上
に
形
成
さ
れ

た
村
で
、

村
内
を
例
幣
使
街
道
が
通

っ
て
い

ま
す
。

江
戸
初
期
板
橋
藤
領
を
経

て
、

寛
永

一
一
年

（
一
六
三
円
）
か
ら
日
光
領
と
な
り

明
治
を
迎
え
て
い
ま
す
。

石
高
は
二
二
円
石

で
畑
方

の
多

い
所

で
す
。

元
禄
期

の
人

口
は

一
八
九
人
、

家
数
は

一
六
軒

で
す
。

こ
の
中
か
ら
、

次
の
〓
点^
を
紹
介
し
ま
す
。

一
一　
寛
文
検
地
帳

江
避
家
文
章
の
な
か
に
、

多
数
の
検
地
帳

や
年
衷
割
付
状

。
年
貢
皆
済
日
録
が
あ
り
ま

す
。

江
戸
初
期
か
ら
慶
応
期
ま
で
よ
く
揃

っ

て
い
て
、

土
地
所
有
形
態
や
年
貢
収
納
の
実

態
を
知
る
上
で
の
基
本
史
料
で
す
。

写
真
Ｏ

は
寛
文
六
午

（
一
六
六
六
）
の
検
地
帳
で
す
。

寛
文
期
に
は
大
規
模
な
検
地
が
な
さ
れ
、

下

野
も
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

現
存
す
る
こ
の
時

期
の
検
地
帳
の
な
か
で
、

そ
の
時
作
成
さ
れ

た
貴
重
な
も
の
で
す
。

〓
一　
宗
門
帳

江
連
家
文
書
に
元
禄
二
年

（
一
六
六
九
）

か
ら
明
治
四
年

（
一
八
七

一
）
ま
で
の
六
九

冊
の
宗
門
帳

（宗
門
改
帳
）
が
あ
り
ま
す
。

途
中
文
政
後
半
か
ら
万
延
ま
で
が
欠
け
て
い

る
も
の
の
、

数
年
間
隔
で
江
戸
前
期
か
ら
明

治
ま
で
揃

っ
て
い
る
の
は
大
変
貴
重
で
す
。

宗
門
帳
は
キ
リ
ス
ト
教
の
禁
教
を
徹
底
し
、

寺
請
制
度
を
確
立
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た

も
の
で
す
。

家
族
ご
と
に
そ
の
内
容
が
記
さ

れ
、

宗
旨
檀
那
寺
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

写

真
②
は
最
初
の
元
禄
二
年
の
も
の
で
、

家
族

構
成
や
下
人

。
前
地
の
存
在
な
ど
が
読
み
取

れ
ま
す
。

人
口
構
成
や
家
族
形
態
、

お
よ
び

そ
の
変
化
が
わ
か
る
基
本
台
帳
で
す
。

響

島
Ｆ妥
ユ
４

郷
班縄
鞍
獄

が
材
■
輪

押背穀連競卓とはⅢⅢⅢ十■t■i■■■!■…Ⅲ

寛文検地帳 (No.71)

i ■

危

元禄宗門帳 (No.1)

江
連
家
文
書
に
は
公
亭

・
訴
訟
に
関
す
る

も
の
や
、

農
業
経
営
に
関
す
る
も
の
の
他
に

領
主
か
ら
出
さ
れ
た
法
令

・
伝
達
な
ど
の
写

や
控
請
害
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

写
真
③
は
江

戸
時
代
〓
大
飢
饉
の

一
つ
で
あ
る
享
保
の
飢

併
に
際
し
、

幕
府
よ
り
出
さ
れ
た
触
に
対
す

る
も
の
で
す
。

享
保
十
七
年

（
一
七
三
二
）

蛙
字
対
策
で
虫
の
駆
除
を
命
じ
、
こ
れ
に
対

し
請
状
の
形
で
非
出
し
て
い
ま
す
。

下
野
は

天
明

・
天
保
の
飢
饉
で
大
き
な
被
害
を
受
け

ま
し
た
。

（影

―――
　
幹
男
）

ダ

斃

ｆ
■
稲
学
娯
■
群
′
つ
惨
セ
袴

与写鉢A11

犠
〓
場
を
ル
コ
ー
少
す

一訂
雀
打
一ｔ
打
！”

麟
踏

請 状 (No.409)
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